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見直し規定がある場合もあるが、特に大きな事情
変更がない限りこれを変えることはないので、コ
ストが膨らめば企業の損となるし、逆にコスト削
減に成功すればそのまま利益となる。ただし、契
約に定められたサービスの質や水準を落とすこと
は許されない。
例外的な事情変更として契約で何を認めるかは
難しく、具体的には鉄道の施設を保有するインフ
ラ会社（DBAG 22）など）に支払うコストの増加な
どが問題になる。たとえばフライブルク近郊鉄道
への運営費補助は 10 年間で 3,000 万ユーロだが、
毎年コスト変動などを勘案して調整を行っている。
最終的にこれらの契約条件で入札に応じる企業
は、それぞれのリスクリターンの計算のもとに、
事業参入の段階で判断する。一方の契約の当事者
である州、自治体にとっても長期契約の中で補助
金を確定するリスクがあるが、いずれにしても、
補助金は契約の履行として州から運営企業に直接
支払われる。
日本の運営費補助は事後的に赤字を補填する制
度となっているので、企業の経営努力や利便性向
上に対するインセンティブの欠如や自治体のモラ
ルハザードなどの問題点が指摘されている。これ
に対してドイツのこのような補助金付き長期契約
の方式は、企業の経営合理化に強いインセンティ
ブが働くとともに、決算で赤字が膨らんでも補助
金額は確定しており、企業側の負担となるだけな
ので公共セクター側にもメリットがある。
ただし日本でこのような方式を採用する場合、
予算単年度主義との関係、営利（黒字）企業への
税金投入に対する抵抗、情報の非対称性による官
側の能力不足などの指摘が予想される。しかしい
ずれも解決不能ではなく、政策の選択肢として検
討するべきである。
なお PFI 法の改正によりコンセッション方式を
含む新たな官民連携（PPP）の導入が進められてい
る。ドイツにおける PPP の適用は今のところ道路
にとどまっているとされる 23）が、いわゆるコンセッ
ション方式は上記の鉄道事業等における契約の運

用実態と多くの共通点が見られるところであり、
諸外国の例を広く比較検討して、両者を整理する
必要があると考えられる。

６．むすびにかえて
本稿では、環境先進都市フライブルクの交通政

策を支えている制度組織を俯瞰しながら、日本の
地域公共交通政策のあるべき方向性を探り、改善
点を指摘した。制度組織は目的実現の手段である
から、政策として何を実現しようとしているかと
無関係に議論することはできない。ところが日本
では、誰が、どういう優先順位で、何をしなけれ
ばならないか、という肝腎のところが宙に浮いて
いて制度論の焦点が定まらないように思われる。
本稿では、今後の日本社会の高齢化、地域経済の

活力の低下に鑑み、移動手段としてマイカーより
も公共交通機関を優先した政策をとるべきであり、
地域のモビリティを確保し地域住民の立場で公共
交通の利便性を高める責任は主として自治体にあ
ると考えた。そして地域住民への輸送サービスの
提供に密接に関連する業務計画、運行計画などの
許認可権限及び公共交通を維持・運営するための
財源は国から自治体に移譲するべきであるとした。
その上で、政策遂行のための合理的効率的な組織
体制、財政制度の枠組みの選択肢として、ドイツ
の例を参考としたものである。
その意味では、政策提言のうち、福岡市単独で

実現できる部分は極めて限られている。しかしそ
れは当然のことで、国民生活は役所の所管別に成
り立っているわけではない。提言が福岡市の権限
の範囲内に限定されるとすれば、国民、地域住民
にとって何が必要かという議論よりも、市の権限
で何ができるかの議論に終始してしまう。行政サー
ビスの供給側（＝役所）の都合ではなく、需要側（＝
国民）の立場に立って、供給側の体制を変える制
度改革を議論することが重要である。
海外の制度調査は、日本の制度を十分理解し、

現場で何が問題となっているかを把握することが
その出発点である。調査の成果について、日本と
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その上で、政策遂行のための合理的効率的な組織
体制、財政制度の枠組みの選択肢として、ドイツ
の例を参考としたものである。
その意味では、政策提言のうち、福岡市単独で

実現できる部分は極めて限られている。しかしそ
れは当然のことで、国民生活は役所の所管別に成
り立っているわけではない。提言が福岡市の権限
の範囲内に限定されるとすれば、国民、地域住民
にとって何が必要かという議論よりも、市の権限
で何ができるかの議論に終始してしまう。行政サー
ビスの供給側（＝役所）の都合ではなく、需要側（＝
国民）の立場に立って、供給側の体制を変える制
度改革を議論することが重要である。
海外の制度調査は、日本の制度を十分理解し、

現場で何が問題となっているかを把握することが
その出発点である。調査の成果について、日本と
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は前提が違うので外国の制度は参考にならないと
主張するのは簡単だが、単に思考停止しているに
過ぎない。前提となっている基本的考え方に遡り、
どうすれば調査の成果を日本で活かすことができ
るかを真摯に検討してはじめて、海外調査の意味
がある。

今回研究テーマの文脈上十分紹介する余裕がな
かったが、公的助成の今後の見通しと地方格差、
財政調整問題について、連邦政府から有意義なコ
メントをいただいた。今回、十分な分析ができな
かった PPP の手法などとともに、機会をあらため
たい。
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